
様式第４号（第 11項関係）  

 

審議会等の名称  令和３年度第１回青少年問題協議会  

開催日時  令和３年６月 29日（火）  

午前 10時 00分～ 11時 20分  

開催場所  大野隣保館  大研修室  

出席委員の氏名又

は人数  

片山象三会長、角田千春委員、中山加緒理委員  

笹倉邦好副会長、藤原咲子委員、岡田和仁委員

閑念智志委員、松田一郎委員、長尾芳明委員、

藤本圭悟委員、上月  都委員、田中秀夫委員、

大橋正子委員、竹尾知也委員、坂本修三委員、

村上佳也委員、藤原健二専門委員、宮﨑春貴専

門委員、篠原正裕専門委員、  

遠藤勝正幹事、山本友之幹事、永井達也幹事  

欠席委員の氏名又

は人数  

内橋和彦委員、中野裕和委員、内藤兵衛委員、

多賀伸行委員  

出席職員の職・氏

名又は人数  

教育部長  森脇達也、こども福祉課長  鈴木成

幸、学校教育課主幹  衣川正昭、青少年センタ

ー主査兼所長  小林賢也、専門員  森本純生  

公開・非公開の別  公開  

非公開の理由   

傍聴人の数  １人  

議題又は協議事項    １  開会  

  ２  あいさつ  

  ３  委嘱状交付  

  ４  説明事項  

  ５  報告事項  

  ６  協議・報告事項  

  ７  閉会  

会議の記録（概要）  

発言者  発言内容等  

 

 

 

 

会長  

 

 

１開会  

市民憲章朗唱  

 

２あいさつ  

 委員からの提案により、情報共有について取り組ん

でいただき、エルガナを導入しました。  

この取組みがより良いものになるように、よろしく



 

 

 

 

 

副会長  

 

 

幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願いいたします。  

 

３委嘱状交付  

 

４説明事項  

 青少年問題協議会の運営について、幹事から説明を

お願いします。  

 

 西脇市青少年問題協議会は地方青少年問題協議会法

及び、西脇市青少年問題協議会条例に基づき設置され

ている協議会となります。  

部会設置につきましては、緊急時に必要に応じて部

会を開催することになっています。  

各部の委員は、所属機関により、事務局側で配置を

決めています。  

本協議会では、西脇市いじめ対策審議会も兼ねてお

り、本市のいじめ対策についてもご意見をいただくこ

とがあります。  

 

 ただ今の説明について、ご質問はありませんか。  

 

質疑なし  

 

５報告事項  

西脇市における青少年問題の現状と課題について各

幹事から説明をお願いします。  

少年非行の概況について、遠藤幹事お願いします。  

 

 県下の状況は、令和３年５月末の状況で刑法犯少年

は前年度比で２％減、特別法犯も８％減で、共に減少

傾向となり、西脇警察署管内も同様に減少傾向です。  

 補導件数も、兵庫県下の状況は、前年度比で約９％

減少し、西脇警察署管内でも約 10％減少し、県下及び

西脇警察署管内共に減少傾向です。しかし、ＳＮＳに

起因する福祉犯被害には注意が必要であり、西脇警察

署管内でも逮捕事案が発生しています。  

 このような犯罪に対しては、学校や子ども家庭セン

ター等の関係機関と連携し対応してまいります。  

 



副会長  

 

 

幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

副会長  

 

 

 続きまして、家庭児童相談の状況について鈴木幹事

お願いします。  

 

 家庭児童相談の件数は、昨年度と比較して、大きく

は増加していません。  

虐待の相談もあり、内訳は身体的、心理的、ネグレ

クトといった内容です。  

 母子・父子自立支援員相談の件数についても、前年

と比べ、大きくは増加していません。  

配偶者等からの暴力の相談については、相談件数、

相談を受けた実人数共に増加しており、全国的にも増

加傾向との報告を受けています。  

 

続きまして、⑶児童生徒の問題行動件数について、

青少年センター小林幹事お願いします。  

 

令和２年度の問題行動の件数は、新型コロナの影響

により休校措置がとられたため、４月５月は少なく、

８月は授業が行われたため、多くなっています。  

小中学校とも件数の多いものは「その他の項目（不

良交遊、危険遊戯、指導不服従）」と「いじめ」とな

っています。  

そ の 他 の 項 目 で は 、 中 学 校 で は 、 不 要 物 の 持 ち 込

み、頭髪、迷惑行為など、小学校では、遊具での危険

な行為、立入り禁止箇所への立ち入り等があります。  

いじめの内容は、小学校、中学校ともに、暴言や陰

口、物隠しなどがよく見受けられます。  

いじめの件数は、年々増加傾向ですが、国や県から

積極的な認知についての指導があり、件数の多さは、

対応がされている表れであると認識いただければと思

います。  

 

 ただ今の説明について質問はありませんか。  

 

 委員質問なし  

 

 家庭児童相談の状況についてＤＶの説明がありまし

たが、新型コロナの影響はありますか。  

 



幹事  

 

 

 

 

副会長  

 

 

会長  

 

 

幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

副会長  

 

 

 

幹事  

 

 

副会長  

 

 

幹事  

 

 

副会長  

 相談対応している中でコロナとの関係性は不明です

が、経済的な不安から起きているものもあり、コロナ

による景気の低迷が原因の一つなのかと、推測してい

ます。  

 

 また、わかる範囲で分析をお願いします。  

 他に質問はありませんか。  

 

 加東市に児童相談所が開設されましたが、新しい委

員もおられるので、説明をお願いします。  

 

 昨年 10月に旧滝野庁舎において、加東こども家庭セ

ンター分室が開設され、４月からは北播磨管内を所管

する加東こども家庭センターとして独立しています。  

 児童虐待の対応や、子どもの発達相談などの対応に

あたられています。  

 以前は明石市の中央こども家庭センターで対応して

いましたが、加東市ということで対応時間の短縮が図

られています。また、保護者の負担軽減も図られてい

ます。  

 

 他に質問はありませんか。  

 

 委員質問なし  

 

協議に移ります。  

新たな委員もおられるので、昨年度の本協議会の取

組みについて、幹事から説明を行います。  

 

資料「令和２年度の取組みについて」により説明を

行う。  

 

それでは、協議に入ります。  

協議事項１について事務局から説明をお願いします  

 

 協議事項１、日常的に青少年を見守るシステム（チ

ャット）の運用推進について提案説明を行う。  

 

チャットについては、４月以降の運用開始から 11件



 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

幹事  

 

 

 

の投稿がされており、今後さらに、効率的な運用を考

えておりますので、意見を伺いたいと思います。  

補導委員の村上委員お願いします  

 

 新型コロナの影響により補導委員会の巡回補導は中

断しています。  

このため、チャットにおいて、ながら見守りのお願

いについて、掲載しました。  

 子どもが危ないことをしていれば注意を促し、良い

ことをすればほめてやりたいと言う思いで、見守り活

動を続けていきます。  

 

藤原専門委員ご意見をお願いします。  

 

バレーの指導を行っていく中で、最近、目つきの悪

い子どもが多いように感じます。  

子どもたちが親への感謝の気持ちなども含めて、指

導をしていきたいと思っています。  

 

 公募委員の角田委員ご意見をお願いします。  

 

 子ども会やＰＴＡの役員をしていた時にグループラ

インを使い連絡を取っていました。  

 ラインはデメリットもありますが、仲間意識を高め

る良いツールであり、メリットも感じていました。  

 この協議会でも、エルガナが使われていて、子ども

のことを考えるのに、良いシステムだと思います。  

 子どもの見守りには多くの目が必要だと思うので、

このシステムを使い、良いことも、悪いことも情報共

有することは大事だと思います。  

 

 今後もチャットの積極的なご活用をお願いします。  

 続きまして、協議事項２に移ります。  

幹事から提案説明をお願いします。  

 

 協議事項２、児童生徒がゲーム依存により生活（家

庭生活、学校生活）に支障をきたさないようにするた

めの取組について提案説明  

 



副会長  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校での子どもたちの状況について伺いたいと思い

ます。  

 双葉小学校の閑念委員お願いします  

 

 タブレット端末を使用する時間はコロナの影響もあ

り、増えていると感じています。  

 ６月末までに児童の健康診断があり、視力検査も行

われますが、視力の低下がバロメータになるのではな

いかと思うので調査を行います。  

 最近ではＥスポーツの普及もあり、対応が難しいの

ですが、学校では読書量を増やす取り組みも行ってい

ます。また、新聞の記事を題材にした授業にも取り組

んでいます。  

 

 西脇中学校の松田委員お願いします。  

 

 生徒に対しての生活アンケートによると、スマホ等

の情報端末を見ている時間が３時間程度となっていま

す。しかし、生徒は勉強や部活動を行っているので、

睡眠時間を削っているのではないかと思います。  

 また、中学校では、スマートフォンは教室への持ち

込みを禁止していますが、生徒は学校に持ち込むこと

に罪の意識を感じていないように思います。  

 家庭でのスマートフォンの使用について、生徒も意

識の変容が必要ですが、大人も意識を変える必要があ

ると感じています。  

 

 家庭での状況について中山委員お願いします。  

 

 テスト期間中はゲーム禁止にしています。  

 しかし、子育てをしていく中で、子どもにはゲーム

で楽しんでほしいという思いもあります。  

 ゲームには良いところ、悪いところがあると思いま

すが、思春期の子どもにどのように伝えればよいか、

模索中です。  

 子ども同士で、ゲームを持っていないことにより、

一緒に遊べないのはかわいそうです。また、親も仕事

が忙しいので、子どもにはゲームでもしていてほしい

と思うこともあるので、うまく付き合っていければと



 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

思います。  

 子どもには高校生になるまでは、スマートフォンは

持たせないと決めていて、子どもも我慢してくれてい

ます。しかし、子ども同士連絡を取るのに、必要な手

段だとは思いますが、デメリットもあり心配です。  

 

 子ども会の竹尾委員お願いします。  

 

 中学生の子どもは学校の後、塾から帰ってくると９

時過ぎになるので、寝る前にスマートフォンを触って

いるようです。  

 小学生の子どももスポーツをしているのですが、休

みの日はオンラインゲームをやっています。  

家では、宿題を済ませてからと、ルールを作ってい

ます。  

 近所に遊び場がなく、家でゲームをする状況になっ

ていると感じています。  

 

 民生委員の大橋委員お願いします。  

 

 エルガナの投稿につては、公開してよい内容のもの

については、主任児童委員の間で共有しています。  

 発達障害児の情報機器の取扱いに注意が必要と感じ

ています。また、早めに解決をしておかないと高校を

卒業してから依存がひどくなった場合、仕事にも適応

できなくなり、ひきこもり状態になると感じます。  

 18歳を超えた場合、児童委員での対応が難しくなる

こともあるため、様々な機関と相談しながら対応して

います。  

 

 ＰＴＡの上月委員お願いします。  

 

 子どもにスマートフォンは持たせていませんが、ゲ

ームはオンラインでつながっています。  

ただし、知らない人とはつながらない、親の前でし

かゲームをしないと言うルールを決めています。  

 部活や勉強の合間を縫って、早朝にゲームをしてい

る子の話を聞いたことがあります。  

 部活やクラスでグループラインがあるのですが、子



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

どもはスマートフォンを持っていません。しかし、家

に電話するなど、それなりに対応しているようです。

また、電話を掛けた時は、相手の家族ともうまく話が

できているようです。  

 今の子どもはスマートフォンしか知らないので、電

話をかけるマナーを知らない子がいると聞いたことが

あります。  

 スクールカウンセラーの存在は知っていましたが、

いじめや不登校の相談のイメージしかなかったので、

ゲームやネット依存についての相談もできるのであれ

ば、周知をすればいいと思います。  

 

 学校や家庭での状況が見えてきましたが、不登校と

ゲーム依存の関係性について通じるものがあると思う

ので、いただいたご意見を参考に取り組んでいきたい

と思います。  

 今回の協議内容が子どもたちの家庭生活、学校生活

にとって重要なものであると共通認識が図れたと思い

ますので、今後は、ご意見をゲーム依存チェックリス

ト・指導の手引きを作成する際の参考とさせていただ

きます。また、委員の皆さんは、今回の協議について

の意見をエルガナにコメントしてくいださい。  

事務局はそのご意見をもとに、チェックリストの作

成を行います。  

 最後に、ご意見のある方はございませんか。  

 

 西脇警察署  岡田委員挙手  

 

 岡田委員お願いします。  

 

 ネット依存の関係では、家庭内暴力や金品持ち出し

等の相談も多数寄せられており、対策が急務というこ

とで、県警でも対応をしています。  

 昨年２月に神戸大学医学部付属病院と幸池クリニッ

クと協定を結び、ネット依存の相談や治療をおこなっ

ていますので、詳しくは生活安全課にお問い合わせく

ださい。  

 

 それでは、いただきましたご意見により、この議題



 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事  

 

幹事  

 

会長  

 

 

 

幹事  

が子どもたちの学校生活や家庭生活にとって重要であ

ると、共通認識が図れたととらえます。  

 これにより、ゲーム依存チェックリスト・指導の手

引きの作成を進め、この取り組みを西脇市青少年問題

協議会からの発信とさせていただきますが、ご意見は

ありませんか。  

 

 委員から意見なし  

 

 それでは、決定したということで、協議事項につい

て進めてまいります。また、病理的な面からも、警察

が病院とタイアップした対応が取られておるので、我

々もエルガナを使って情報共有しながら、知識を深め

ていきたいと思います。  

 これにて、すべての協議を修了します。  

 

 報告事項  「ハートキャッチカード」を活用した子

どものＳＯＳを受け止める「令和３年度ハートキャッ

チ週間」について  

 

 報告事項資料により説明  

 

 閉会の挨拶を会長からお願いします。  

 

 本日、ご意見をいただきましたこと等も含め、エル

ガナを活用いただき、情報共有をお願いします。  

 

 閉会  

これを持ちまして、令和３年度第１回青少年問題協

議会を閉会させていただきます。  

次回の開催予定につきましては 11月を予定しており

ますが追って日時をご連絡させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。  

 

 

 

問合せ先  西脇市青少年センター  

 


